
 別紙 　移入種影響評価のフロー

　　　　－ ニュージーランド 1996 年危険物質及び新生物法による（注１）（注２）

NO

申請者の要請

（注１）  同法には、①放出目的の輸入、密閉状態からの放出の場合（法34条～38 条）、②密閉状態での輸入、開発、実地試験の場合（法
39条～45 条）、③緊急事態における放出目的の輸入、密閉状態からの放出の場合（法46 条～49 条）、の３つの影響評価手続が用意
されている。ここでは、このうちの①の影響評価の基準等を示す。

（注２）　フローは法35条～38条の条文に一定の加工（要約など）をして作成したもの。

資料：井上秀典ほか（1998）1996 年危険物質及び新生物法. 環境研究 1998 No.109 :39-104
　　　http://rangi.knowledge-basket.co.nz/gpacts/public/text/1996/se/030se62.html
      IUCN (2000) A Guide to Designing Legal and Institutional Frameworks on Alien Invasive Species

通常の評価

最低基準：以下のいずれかの悪影響
を引き起こす可能性がある。
①在来種への著しい悪影響
②生息地への著しい悪影響
③人の健康と安全への著しい悪影響
④遺伝的多様性への著しい悪影響
⑤人や動植物の病気の媒体となる

以下を考慮した上でリスク
が便益を上回る。
①自立した個体群を形成す
る能力
②①の場合に根絶すること
の容易さ

承認

拒否

YESYES

NO NO

迅速な評価

　以下を確信するか。

1993 年生物安全法の「望ましく
ない生物」でない。

YES YES

NO

放出後に以下のいずれかを引
き起こす可能性が極めて低い。
①自立した個体群の形成
②貴重な種への悪影響
③自然の生息地への悪影響
④病気の媒体等となる
⑤人間の健康や安全または環
境に対する悪影響

承認

拒否

NO


